


経営革新計画承認企業への支援内容

経 営 革 新 計 画 の 承 認 は 貸 付 等 を 保 証 す る も の で は あ り ま せ ん 。
各 種 支 援 を 利 用 す る た め に は ､そ れ ぞ れ の 機 関 に お け る 審 査 を 通 る こ と が 必 要 で す 。

○「産業創造資金（経営革新貸付）」

使 途 融資限度額 償 還 期 間
設備資金 １億円 １０年以内(うち据置２年以内)

運転資金 １億円 ７年以内(うち据置１年以内)

※県金融課 制度融資担当 ℡０４８－８３０－３８０１

○「新事業活動促進資金」
経営革新計画の承認を受けると、通常の条件よりも優遇された特別貸付の対象
となります。なお、一定の要件がありますので、詳しくは各金融機関にお問い
合わせください。

※中小企業金融公庫 さいたま支店 ℡０４８－６０１－２９１１

※国民生活金融公庫 さいたま支店 ℡０４８－８２２－４３１０

※商工組合中央金庫 さいたま支店 ℡０４８－８２２－５１５１

○普通、無担保保証等の別枠設定 ○新事業開拓保証限度額引上げ

保証限度額 別 枠 保証限度額

普通保証 企 業 ２億円 ２億円 企 業 ２億円→３億円

組 合 ４億円 ＋ ４億円 組 合 ４億円→６億円

無担保保証 8,000万円 8,000万円

無担保無保証人保証 1,250万円 1,250万円

※埼玉県信用保証協会 業務統括部 ℡０４８－６４７－４７１３

(個別案件については、担当部署となります)

承 認 さ れ た 計 画 に 基 づ く新 商 品開 発 等 に 係 る 経 費 の 一 部 又 は 展 示 会 出 展 費 用 の 一 部

を年数社程度補助します。

なお、平成２０年度の募集については、申し込みを締め切りました。

※県企業誘致・経営支援課 経営革新支援担当 ℡０４８－８３０－３９１０

例
経 営 革 新 計 画 承 認 企 業 の 中 か ら 、 計 画終 了後 一 定以 上の 成 果 を 収め た 中小 企業 者を

「彩の国経営革新モデル企業」として県知事が指定します。

※県企業誘致・経営支援課 経営革新支援担当 ℡０４８－８３０－３９１０

例
経 営 革 新 計 画 承 認 企 業 のう ち 専門 家 に よ る 指 導 を 希 望 す る 企 業 に 対 し 、 中 小 企 業 診

断士等によるフォローアップ指導を実施します
※県企業誘致・経営支援課及び県地域振興センター(南部及び南西部地域振興ｾﾝﾀｰを除く)

例
○設備投資減税

取得又は製作の場合 特別償却：取得価額の３０％

又は、税額控除：取得価額の７％

リースの場合 税額控除：リース費用総額の６０％相当額の７％

※各税務署まで

例
○特許料等の軽減
※関東経済産業局地域経済部技術企画課特許室 ℡０４８－６００－０２３９




